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フェライト子ども科学館実験教室８
フェライト子ども科学館☎３２－３１５０問

令和元年度　
第２期水泳教室参加者募集１１

象潟Ｂ＆Ｇ海洋センター☎４３－６４９０問

『にかほ市暮らしの便利帳』発行１０
まちづくり推進課☎４３－７５１０問

〈オリジナル実験工作教室〉

『液体万華鏡をつくろう！』

期　日　６月１５日㈯

時　間　１０：００～１１：３０

対　象　小学３～６年生

定　員　５人（定員になり次第締め切り）

参加費　３００円

〈かんたん実験工作教室〉

『紙コップロケットをつくろう』

期　日　６月１日㈯、８日㈯、２２日㈯、２９日㈯

時　間　①１０：００～１１：３０

　　　　②１３：３０～１５：００

対　象　来館者（事前申込不要）

参加費　無料（別途入館料は必要）

要予約

児童手当を受給中の方へ
◆児童手当現況届の提出について

　手当受給者の皆さまの所得やお子さまの養育状

況を確認するため、毎年６月に提出いただいてい

る「現況届」について、下記の期間中の提出をお

願いします。現況届を提出されないと、６月分以

降の児童手当を受け取ることができなくなります

のでご注意ください。なお、現況届出用紙は５月

下旬に発送していますのでご確認ください。

提出期間　６月３日㈪〜２８日㈮

　　　　　８：３０〜１７：１５　※土･日を除く

提 出 先　子育て長寿支援課、金浦市民サービス

　　　　　センター、税務課市民サービス班

　　　　　※公務員の方は勤務先での手続きとな

　　　　　　ります。

手続きに必要な物　

　　送付した現況届用紙に説明文を同封していま

　　すのでご確認ください。

児童手当について
◆児童手当の目的

　父母やその他の保護者が子育てについての第一

義的責任を有するという基本的認識のもとに、児

童を養育している者に児童手当を支給することに

より、家庭等における生活の安定に寄与するとと

もに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資

することを目的としています。

◆受給資格者

　日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を

養育している方（生計の中心となる方）

※離婚協議中で両親が別居している場合（住民票

　も別）は、児童と同居の方へ優先的に支給され

　ます。未成年後見人や父母指定者、施設の設置

　者なども受給資格者となります。

◆支給対象となる児童

　国内に住所を有する中学校修了前までの児童（満

１５歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童）

◆支給額

○児童手当（次の所得制限限度額未満の方）

　①０〜３歳未満…月額１５，０００円

　②３歳以上〜小学校修了前

　　…第１・２子　月額１０，０００円、

　　　第３子以降　月額１５，０００円

　③中学生…月額１０，０００円

　※受給資格者の所得が所得制限限度額以上であ

　　る場合は、「特例給付」として支給されます。

　にかほ市と㈱サイネックスとの官民共同事業で

ある『にかほ市暮らしの便利帳』が発行されるこ

とになりました。この暮らしの便利帳は、にかほ

市の地域情報・行政情報をまとめた冊子で、６月

１日より市内全戸配布（ポスト投函）されるほか、

市役所窓口で転入者の方などに配布する予定です。

配布完了予定の６月３０日以降、

お手元に届かない場合、また、追

加で必要な方は、まちづくり推進

課までお問い合わせください。

○特例給付（次の所得制限限度額以上の方）

　支給対象児童一人当たり　月額５，０００円

※第３子の数え方…満１８歳到達後最初の３月３１日

　までの間にある児童の中で数えます。

◆お子さまが生まれたら・転入したら

　出生のときは出生日の翌日から１５日以内、転入

のときは転出予定日の翌日から１５日以内に申請し

てください。出生日、転出予定日の翌月分から受給

することができます。

申請に必要なもの

・児童手当認定請求書

・印鑑

・受給資格者の健康保険証の写し（申請者が厚生年

　金等加入者の場合）　

・受給資格者名義の振込口座番号

・受給資格者および配偶者のマイナンバーがわかる

　もの

※受給資格者が単身赴任等で児童と別居している場

　合

・別居している児童に関する別居監護申立書

・児童が属する世帯全員の住民票謄本

※児童が受給資格者自身の子でない場合

・養育についての申立書

※離婚協議中で父母が別居している場合に、児童と

　同居している方が申請する場合

・児童手当の受給資格にかかる申立書

・協議離婚申し入れにかかる内容証明郵便の謄本、

　調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における

　事件係属証明書、調停不成立証明書など

提 出 先　子育て長寿支援課、金浦市民サービスセ

　　　　　ンター、税務課市民サービス班

　　　　　※公務員の方は勤務先での手続きとなり

　　　　　　ます。

◆令和元年度児童手当支払日

・　６月７日㈮…（　２〜５月分）

・１０月７日㈪…（　６〜９月分）

・　２月７日㈮…（１０〜１月分）　

扶養親族等の数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

所得制限限度額

６，２２０，０００円

６，６００，０００円

６，９８０，０００円

７，３６０，０００円

７，７４０，０００円

８，１２０，０００円

収入額（給与所得者の目安）

　 ８，３３３，０００円

　 ８，７５６，０００円

 　９，１７８，０００円

 　９，６００，０００円

 １０，０２１，０００円

 １０，４２１，０００円

　　７月１２日から開始

　　　　１１：００〜１２：００

　　小学校夏休み期間中は

　　　　１２：３０〜１３：３０

　　７月１０日から開始

　　　　１６：３０〜１７：３０

　　７月１２日から開始

　　　　１６：３０〜１７：３０

　　７月８日から開始

　　　　１６：３０〜１７：３０

　　７月１１日から開始

　　　　１６：３０〜１７：３０

　　７月１３日から開始

　　　　１２：３０〜１３：１５

　　７月１０日から開始

　　　　１２：３０〜１３：１５

　　７月１１日から開始

　　　　１２：３０〜１３：３０　　

教室名（対象） 曜日 時　間 募集人数

申込場所　象潟Ｂ＆Ｇ海洋センター

申込方法　申し込み用紙にご希望の曜日（１つ）と

　　　　　必要事項を記入し、提出してください。

　　　　　申し込み用紙はプール受付窓口にありま

　　　　　す。市ホームページからもダウンロード

　　　　　できます。

申込期限　　６月７日㈮

手 続 き　６月８日㈯以降に各自で申し込み状況、

　　　　　または抽選結果を確認後、支払い等の手

　　　　　続きをしてください。

※定員に満たない場合は全員参加となりますが、申

　し込み多数の場合は抽選になります。抽選は６月

　８日㈯に行います。（市内申し込み者優先）

７〜９月の３カ月コース（８回）

ベビー教室
　（６カ月〜２歳児）

チビッコ教室
　（小学１・２年生）

ジュニア教室
　（小学３〜６年生）

メンズ・レディース教室
　　　（高校生以上）

アクアビクス教室
（一般）※１０回コース

のびのび教室
　　（３〜４歳児）

わんぱく教室
　　（年中・年長児）

金

水

金

木

木

月

土

水

定員
なし

定員
なし

２０人

３０人

３０人

１０人

２０人

３５人

費　　用　◆教室参加料…１，０００円　

　　　　　◆使用料（１回）

　　　　　　・小学生…１００円

　　　　　　・高校生、６５歳以上…２５０円

　　　　　　・一般…３５０円　　　　　

　　　　　◆託児…１００円（要相談）　 追

「星の写真展」
　出展者：本荘星の会

　会　場：ＪＲ仁賀保駅待合室ギャラリー

　　まちづくり推進課　連携推進班☎４３－７５１０

「透明水彩画　６人展」
　出展者：透明水彩サークル

　会　場：仁賀保公民館

　　仁賀保公民館☎３７－３１２１

「にかほ市生涯学習奨励員作品展」
　出展者：にかほ市生涯学習奨励員

　会　場：金浦公民館

　　金浦公民館☎３８－２０４９

「ⅰｌ   　ｓｕｆｆｉｔ   　ｄ́ｕｎ　ｒｅｖｅ　
　そ れ は 夢 の は じ ま り」
　出展者：阿部　航氏（鈴）、福川　瑛一氏（大塩越）

　会　場：象潟公民館

　　象潟公民館☎４３－２２２９

^

夏季は繁忙期で教室の安全面を

考慮し、教室を休止しています。

なお、次回は１０月からの開催に

なり、９月の広報で募集します。

員

」


